
農地法関係許可申請書及び届出の添付書類一覧 

玉村町農業委員会事務局 

0270 ｰ 64 ｰ 7710（直通） 

0270ｰ65ｰ2592（ＦＡＸ） 

 

 

 

１．許可申請書（様式 1-1 及び様式 1-2-1）　提出部数１部 

２．登記事項証明書 

３．住民票（受人）、法人の場合は定款の写し及び法人の登記事項証明、農地所有適格法人の

場合は定款及び組合員名簿又は株主名簿 

４．当該農地が貸借関係にある場合は、耕作等を行う者の同意書又は合意解約が成立した　　

ことを証する書面。 

５.　位置図 

６．耕作証明書　【受人が町外居住者の場合】（農地所在地農業委員会発行） 

７．居住地案内図【受人が町外居住者の場合】 

８．通作経路図　【受人が町外居住者の場合】 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　 

 

１．届出書（様式 1-14）　提出部数１部 

２．住民票　【受人が町外居住者の場合】 

※遺産分割協議書又は所有権移転登記が完了した事を証するを確認させてください。 

 

　　　　　　　　　 

　　　　　　　　 

 

１．願書（様式 3-29 又は、様式 3-30）提出部数２部 

２．案内図                 

３．公図の写し             

４．登記事項証明書         

５．昭和 21 年 11 月 21 日以前から転用されていることの判る書類及び写真等　 

【様式 3-29 の場合】 

６．農地転用許可書の写し 【様式 3-30 の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

農地法第３条許可申請

現況証明願

農地法第３条届出書

許可申請は、毎月２０日締切（土日祭日の場合は翌営業日） 

届出については、金曜日までに受け付けた届出は、翌週金曜日まで 
に受理通知書を交付します。



 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県許可 

１．許可申請書 

※提出部数２部（許可申請書は押印した正本を２部、添付書類は正本と写しを１部ずつ） 

２．登記事項証明書        　【原本】                                            

３．住民票抄本（５条の場合両者）、申請人が法人の場合は履歴事項全部証明書　【原本】 

及び定款の写し（申請人が法人の場合※要代表取締役の原本証明）　【原本】 

４．案内図                                                            

５．位置図（縮尺 1/10,000 程度、最寄りの公共施設から申請地までの直線距離を表示） 

６．付近状況図（申請地を中心として半径 500ｍ範囲内の状況等がわかるもの、1/1,000 程度） 

７．公図の写し（申請地及び隣接地の地番、地目、面積、所有者名を記入） 

８．土地利用計画図（建物等の配置、取水、排水先、出入口、フェンス等を記入） 

９．建物等の平面図 と見積書  【原本】                                               

10．預貯金残高証明書又は融資証明書 【原本】     

11．確認書　【代理の場合】　【原本】 

12．現在の土地の利用状況図【敷地拡張の場合】                          

13．業者登録証の写し【宅建業法、採石法等に係る申請の場合】                    

14．関連許認可、届出等の写し【事業が関連法令の許認可届出等を必要とする場合】 

15．農地復元計画書【一時転用の場合】 

16．念書【理由を明記】【計画変更承認申請の場合】 

17．当初許可（指令）書原本【計画変更承認申請の場合】 

18．戸籍又は除籍の謄本及び相続放棄申述受理証明書等【申請人が所有名義人と異なる場合】 

19．土地改良区等の意見【水田の場合】 

20．その他、農業委員会及び県知事の指示する書類 

①誓約書、【原本】②始末書　【原本】　等 

※　当該農地が賃貸借関係にある場合は、耕作等を行う者の同意書又は合意解約が成立した　

　ことを証する書面。 

 

 

 

 

１．農地転用届出書（様式 3-12 又は様式 3-13）届出書は正本を２部、添付書類は１部 

２．届出土地の位置を示す地図（市街化区域を現す図面）　 

３．登記事項証明書 

４．住民票抄本【受人が町外居住者の場合】、申請人が法人の場合は履歴事項全部証明書 

５．土地利用計画図（建物等の配置、取水、排水先、出入口、フェンス等を記入） 

６．農地復元計画書（一時転用の場合） 

７．都市計画法第２９条の開発許可書の写し（1,000 ㎡以上のもの） 

８．国土利用計画法第２３条届出受理通知（3,000 ㎡以上のもの）

農地法第４・５条許可申請（市街化調整区域）

農地法第４・５条届出（市街化区域）


